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　５月20日、東京都の禁煙化に向けて大きな動き
がありました。なんと「日本の科学者の内外に対す
る代表機関であり、科学の向上発達を図り、行政、
産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを
目的とする（日本学術会議法第２条）」、あの日本学
術会議から「オリンピック・パラリンピック大会を
控えた東京都は屋内を全面禁煙にすべし」との緊
急提言がなされたのです（図１）。４月号でお知ら
せしたように、第５回東京都受動喫煙防止対策検
討会が、良識ある医師を中心とした推進派の巻き
返しで、両論併記ではなく罰則付きの条例が必要、
という強い意見が出され、急きょ開催されること
となった第６回検討会の前のタイミングに間に合
わせるための特別作業だった、と関係者から聞き
ました。緊急提言（図
２）とその参考資料
（図３＝16ページ参
照）を本誌にも掲載
します。2004年のア
テネ大会以降、オリ・
パラ大会は屋内を禁
煙化した上で開催さ
れてきたことが分か
ります。ぜひ、イン
ターネットでダウン
ロードして全文を読
んでください（日本
衛生学雑誌の2015
年１月号に掲載され
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オリンピックと受動喫煙防止法・条例（その９）
日本学術会議から東京都に緊急提言
　　東京都検討会「2018年までに条例化の検討を」
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た私の論文も引用されていて、少しだけ貢献でき
ました）。

　なお、日本学術会議は、ホームページによると、
科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行
政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させるこ
とを目的として、昭和24（1949）年１月、内閣総理
大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特
別の機関」として設立されました。職務は以下の２
つです。
●科学に関する重要事項を審議し、その実現を図
ること。
●科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向
上させること。
と紹介されています。都知事と関係者は、科学に基
づく緊急提言を重く受け止めて欲しいと思いま
す。

　５月29日に第６回東京都検討会が開催され、
「議論のまとめ（案）」が配布されました。１〜 12
ページはヒアリングした各業界の意見の再掲。13
〜 18ページは第５回検討会で指摘されたように、
賛成・反対の意見の数が分かるようにはなってい
ますが、そもそもヒアリングした業界はタバコ産
業から「屋内を全面禁煙化すると営業収入が落ち
る」と吹き込まれている①東京商工会議所、②東京
都飲食業生活衛生協同組合、③東京都ホテル旅館

生活衛生同業組合、④日本フードサービス協会、⑤
日本旅行業協会、あろうことか、総本山の⑥日本た
ばこ産業株式会社、その一の子分の⑦東京都たば
こ商業共同組合連合会でした。一方、禁煙強力推進
派は東京都医師会のみ。そして、条例化を希望する
東京都消費者団体連絡センターと主婦連合会。そ
れらの意見を人数が分かるように記載しても、も
ともとタバコ産業寄り業界のヒアリングが多かっ
たわけですから、まとめ（案）を読むと「喫煙者と非
喫煙者の共存」「分煙容認」「店頭表示でお客様が選
べば良い」などの意見が多いという印象はぬぐえ
ません。
　検討会から「2018年までに条例化について検討
を行うこと」が「東京都への提言」としてまとめら
れました（資料１：後日、都ホームページで公開）。
しかし、新聞の見出しはいずれも「都条例は見送
り」となっていました。「見送らせたい」タバコ産業
の意図を反映しているのでしょう。唯一の救いは、
「受動喫煙防止条例のための財政的支援」が提案さ
れましたが、「禁煙化は貼り紙で済むこと。将来の
屋内禁煙化の妨げとなる喫煙室の設置を助成すべ
きではない」という医師達の強い反対意見により
削除することが再確認されたことでした。
　一体、いつになったら日本も諸外国のようにレ
ストランや居酒屋を含むすべての職場が禁煙化さ
れるのでしょう。次号は、１月から全面禁煙化され
た韓国の情報をレポートします。

（図３）緊急提言の参考資料３、オリンピック開催地の喫煙規制（東京都調べをもとに作成）
（筆者注：北京は2015年６月1日よりレストラン、居酒屋を含め全面禁煙化）
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（資料１）東京都受動喫煙防止対策検討会から「都への提言」

（18ページへ続く）

５ 東京都への提言 
 受動喫煙防止対策に関する委員及び関係団体等の意見は、いずれも貴重なもの

であり、多くの争点が明確にされた。 
これまで述べてきたように、多くの委員から、飲食店等の屋内施設への全面禁煙

の導入や条例の制定の必要性が述べられたが、委員全体の意見の一致は得られなか

った。また、関係団体からのヒアリングでは、多くの団体から喫煙者と非喫煙者の

共存できる対策の推進を求める声が出された。 
東京都は、これまでガイドラインに基づいて、受動喫煙防止の取組を進めている

が、2020 年のオリンピック・パラリンピックの開催を見据えれば、その取組を一

層強化する必要がある。 
検討会としては、関係団体からのヒアリングや委員の意見を踏まえ、東京都に対

し、今後の受動喫煙防止対策について、以下の提言を行うこととする。 
 
提 言 
 
（１） 日本では、2020 年にオリンピック・パラリンピック大会が開催される。 

2004 年のアテネ以降、大会が開催された国では、その対象施設や禁             
煙・分煙の手法等は、それぞれ異なるが、国法・州法・条例で、罰則付き

の受動喫煙防止に関する規制が行われている。 
 また、2010 年には、WHO と IOC の間でたばこのないオリンピックを共

同で推進することについて合意されている。 
 こうしたことを踏まえ、都は、開催都市として、受動喫煙防止のための

明確なビジョンと対策を示し、取組の工程表を提示すること。 
工程表については、常に、進捗状況や実態を検証し、取組の効果や国の動

向も踏まえながら、2018 年までに、条例化について検討を行うこと。 
 
（２） 受動喫煙の問題は普遍的なものであり、地域的な特性を持つとは言い難 
   い。また、2020 年のオリンピック・パラリンピック大会も、東京都だけで 
   なく、千葉県、埼玉県をはじめ、全国各地で競技が開催される予定であり、 
   諸外国の事例をみても、多くが法律で規制が行われている。  
    受動喫煙防止対策は、国家として進めるべき課題であり、規制について 
   も、全国統一にすることが望ましいことから、国に対しては、全国統一的 
   な法律での規制を働きかけること。 
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  （３）今後の受動喫煙防止の取組にあたっては、まず現在のガイドラインに基   
   づく対策を一層強化するとともに、不特定多数が出入りする飲食店・宿泊 
   施設等については、少なくとも利用者に選択の機会を確実に提供できるよ 
   う、分煙や禁煙等の表示の徹底をはじめとした受動喫煙防止対策を、より 
   一層推進すること。 
  
 （４）事業者においては、従業員の安全衛生という観点から、受動喫煙に暴露 
   されている未成年者や従業員を保護するための対策を講じることが必要 
   である。 
    そのために、従業員対策を行っている事例を幅広く収集し、事業者が実 
   効性のある対策が取れるよう、普及啓発をはじめとした様々な支援を行う   
   こと。 
  
        


